
二
月
か
ら
三
月
十
五
日

ま
で
確
定
申
告
相
談
会
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

【
用
意
す
る
も
の
】

①
昨
年
の
売
上
げ
、
経
費

が
わ
か
る
も
の
。
自
主
計

算
書
の
な
い
人
は
事
務
所

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

②
税
務
署
か
ら
郵
送
さ
れ

て
き
た
ハ
ガ
キ
・
封
筒

③
扶
養
家
族
の
氏
名
、
生

年
月
日

④
昨
年
支
払
っ
た
国
民
健

康
保
険
、
介
護
保
険
の

金
額

⑤
医
療
費
の
領
収
書
。
生

計
が
同
じ
家
族
の
分
も

合
算
で
き
ま
す
。

⑥
妻
、
子
供
の
収
入
金
額

⑦
国
民
年
金
、
生
命
保
険
、

地
震
保
険
な
ど
の
控
除

証
明
書

⑧
税
務
署
か
ら
返
送
さ
れ

て
き
た
前
年
申
告
書
控

⑨
住
宅
を
購
入
又
は
増
改

築
し
た
人
は
組
合
に
問

合
せ
を
。

【
無
申
告
は
加
算
税
が
】

所
得
が
あ
っ
て
申
告
し

な
い
場
合
は
十
五
％
も
の

加
算
税
（
税
額
五
〇
万
以

下
）
と
年
七
・
三
％
の
延

滞
税
が
加
算
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

【
新
組
合
員
も
大
歓
迎
】

は
じ
め
て
組
合
で
申
告

す
る
人
も
大
歓
迎
で
す
。

【
平
日
の
相
談
会
】

午
前
九
時
～
午
後
五
時

ま
で
組
合
事
務
所
で
。
夜

間
も
対
応
可
。
完
全
予
約

制
で
す
。
必
ず
事
前
に
電

話
を
く
だ
さ
い
。

【
消
費
税
申
告
】

一
般
課
税
の
人
は
、
非

課
税
経
費
と
課
税
経
費
を

区
分
集
計
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
自
動
車
保
険
・
生
命
保

険
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施

中
。
証
券
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

二
〇
二
二
年
度
労
災
保

険
特
別
加
入
受
付
中
で
す
。

労
災
保
険
は
仕
事
上
の
ケ

ガ
に
適
用
さ
れ
る
国
の
保

険
で
す
。
一
人
親
方
と
し

て
働
く
組
合
員
は
任
意
加

入
に
な
っ
て
い
ま
す
。

民
間
保
険
と
違
い
積
極

的
に
宣
伝
し
な
い
た
め
、

制
度
自
体
を
知
ら
な
い
人

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

治
療
費
や
休
業
補
償
が

国
か
ら
支
給
さ
れ
る
の
で

安
心
し
て
働
け
ま
す
。

組
合
員
の
高
齢
化
と
と

も
に
年
々
荷
台
か
ら
の
転

落
な
ど
重
傷
事
故
が
増
え

て
い
ま
す
。

公
共
工
事
現
場
で
は
加

入
が
就
労
す
る
条
件
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
は
全
額
「
社
会

保
険
料
」
と
し
て
所
得
か

ら
控
除
で
き
ま
す
。

２０２２年２月２５日 Ｎｏ２４３
◎
税
務
署
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
「
納
付
書
」
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
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栃木県本部 〒327-0315

栃木県佐野市吉水駅前1-2-1

℡ 0283-62-7312 fax 0283-62-7318

www.kenkourou.or.jp/

E-mail:DQJ06744@nifty.com

◎労災保険加入は新規・継続ともに３月１０日までに事務所にご連絡ください。℡0283-62-7312

昨年2月22日相談会(防護服の着用は任意です)

コース
ダンプ
軽貨物

建設

１27,600 36,000

２42,000 56,400

３50,400 70,800

４60,000 84,000

５69,600 98,400

６79,200 111,600

７87,600

８97,200

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ま

ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
た

め
、
２
月
２
７
日
、
３
月
６

日
の
出
張
日
曜
相
談
会
は
中

止
し
ま
す
。
組
合
事
務
所
で

行
な
い
ま
す
が
、
す
で
に
両

日
と
も
ほ
ぼ
予
約
が
入
っ
て

い
ま
す
。
平
日
来
所
困
難
な

人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

医
療
費
の
領
収
書
添

付
は
不
要
に
な
り
ま
し

た

。
そ

の

代
わ

り

に

「
医
療
費
の
明
細
書
」

を
提
出
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

「
氏
名
」
「
支
払
先

(

病
院

・

薬
局)

」

「
金
額
」
ご
と
に
事

前
に
計
算
し
て
ま
と

め
て
く
だ
さ
い
。

市
役
所
な
ど
か
ら
送

ら
れ
て
く
る
「
医
療
費

の
お
知
ら
せ
」
も
使
え

ま
す
。

領
収
書
は
五
年
間
保
存

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【感染対策】
◎複数の組合員が滞在

しないよう相談は事

前予約制です。

◎事務所内での検温、

マスク、手の消毒に

ご協力お願いしてい

ます。

◎来所することに不安

のある方は郵送方式

での対応も可能です。



政
府
は
熱
海
災
害
後
再

発
防
止
に
向
け
た
検
討
会

を
重
ね
昨
年
１
２
月
提
言

を
発
表
、
そ
の
な
か
で
は

具
体
的
な
対
応
策
と
し
て

「
元
請
業
者
に
よ
る
建
設

発
生
土
の
搬
出
先
の
明
確

化
等
」
「
公
共
工
事
の
発

注
者
に
よ
る
建
設
発
生
土

の
搬
出
先
の
明
確
化
等
」

が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
提
言
も

踏
ま
え
た
は
ず
の
法
案
の

概
要
に
は
そ
の
部
分
が
含

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

提
言
で
は
具
体
的
に

「
搬
出
時
に
搬
出
先
か
ら

交
付
さ
れ
る
土
砂
受
領
書

等
の
確
認
を
新
た
に
義
務

付
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。

現
場
の
実
態
か
ら
し
て

も
、
ま
さ
に
こ
こ
が
問
題

の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

建
設
業
界
は
重
層
下
請

構
造
で
す
。
ゼ
ネ
コ
ン
な

ど
元
請
建
設
業
者
が
最
も

力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
元

請
に
は
現
場
で
発
生
し
た

残
土
処
分
代
を
適
切
に
負

担
し
最
後
ま
で
管
理
す
る

責
任
が
あ
り
ま
す
。
残
土

処
分
代
を
叩
き
下
請
に
丸

投
げ
す
る
、
こ
れ
が
不
適

正
処
分
の
構
造
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
多
く
の
専
門
家

が
元
請
責
任
を
指
摘
し
て

き
た
の
で
す
。

法
案
で
は
「
責
任
の
所

在
の
明
確
化
」
と
し
て
土

地
所
有
者
等
と
盛
土
造
成

者
の
責
任
強
化
は
定
め
て

い
て
も
、
排
出
者
側
の
責

任
に
つ
い
て
は
不
明
確
で

す
。

そ
の
一
方
で
盛
土
を
都

道
府
県
知
事
等
の
許
可
制

に
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

新
法
が
施
行
さ
れ
れ
ば
処

分
場
の
新
規
許
可
は
困
難

に
な
り
、
処
分
場
を
求
め

て
運
び
手
で
あ
る
ダ
ン
プ

労
働
者
が
よ
り
厳
し
い
状

況
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

国
民
の
命
と
財
産
を
守

る
た
め
に
、
実
効
性
の
あ

る
「
盛
土
規
制
法
」
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

総
務
省
は
令
和
２
年
１

月
か
ら
残
土
実
態
調
査
を

行
い
「
運
搬
費
や
処
分
代

を
定
額
で
積
算
す
る
な
ど
、

搬
出
の
コ
ス
ト
を
建
設
請

負
業
者
へ
の
支
払
代
金
に

適
切
に
反
映
し
て
い
な
い
」

と
認
定
、
昨
年
末
国
土
交

通
大
臣
に
改
善
す
る
よ
う

勧
告
を
行
い
ま
し
た
。

同
時
に
民
間
工
事
に
お
い

て
も
「
発
注
者
に
よ
る
適

切
な
費
用
負
担
が
徹
底
さ

れ
る
よ
う
発
注
者
等
に
対

し
要
請
す
る
こ
と
」
を
勧

告
し
て
い
ま
す
。

総
務
省
も
低
単
価
問
題

が
背
景
に
あ
る
こ
と
を
認

め
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の

勧
告
は
極
め
て
重
大
で
す
。

２０２２年２月２５日 Ｎo２４３
◎
法
案
を
審
議
す
る
衆
議
院
建
設
委
員
会
に
所
属
す
る
栃
木
選
出
議
員
は
２
名
、
立
憲
民
主
党
の
福
田
昭
夫
議
員(

日
光
市)

と
藤
岡
隆
雄
議
員(

小
山
市)

で
す
。
地
元
組
合
員
と
地
元
事
務
所
に
要
請
に
行
き
ま
す
。
参
加
希
望
者
は
事
務
所
ま
で
。

◎総務省の残土勧告。詳細は「総務省 残土」で検索すれば見ることができます。関東ダンプが調査協力しています。

昨
年
７
月
に
静
岡
県
熱
海
市
で
発
生
し
た
盛
土
崩
落

災
害
を
受
け
て
政
府
は
来
月
、
建
設
発
生
土
を
規
制
す

る
「
盛
土
規
制
法(

仮
称)

」
を
制
定
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
法
律
は
、
ダ
ン
プ
労
働
者
の
仕
事
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
組
合
で
は
法
律
を

審
議
す
る
国
会
議
員
に
対
す
る
要
請
に
取
り
組
み
ま
す
。

崩落面を少し削ると様々なゴミが出る。

行政は災害前に措置命令を出せたはず。

土石流が襲った宅地は更地に。被災者の生活再建は厳しい。

国交省の作成した法案の概要

崩落現場上部からの状況。まだ盛土が残っている。

組
合
で
は
１
月
２
６
日
、

熱
海
市
崩
落
現
場
を
視
察

し
ま
し
た
。

崩
落
現
場
に
は
搬
入
さ

れ
た
残
土
が
ま
だ
大
量
に

残
っ
て
お
り
、
家
屋
解
体

ゴ
ミ
等
も
大
量
に
埋
ま
っ

て
い
ま
す
。

長
期
間
に
わ
た
っ
て
各

地
か
ら
搬
入
さ
れ
た
こ
と

は
判
明
し
て
い
ま
す
が
、

ま
だ
発
生
元
は
特
定
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

極
め
て
悪
質
な
事
例
で

は
あ
り
ま
す
が
、
特
別
な

事
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

産
廃
同
様
排
出
者
責
任

を
法
制
化
し
な
い
限
り
、

よ
り
巧
妙
な
形
で
行
な
わ

れ
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。


